
 

第 1回地域医療構想及び医師確保計画に 
関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ 

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ９ 日 

参考 
資料 

西暦 年

※※「病棟コード（下5桁）」及び「病棟名」は、各病棟ごとに「①基本票」の内容と一致するようにご記入ください。

① 2020（令和2）年７月１日時点の機能

② 2025年７月１日時点の機能

年 月

① 一般病床 床 床 床 床

床

② 療養病床 床 床 床 床

上記②のうち、医療療養病床 床 床 床 床

上記②のうち、介護療養病床《自動計算により算出》 床 床 床 床

※ 過去１年間に一度も入院患者を収容しなかった病床数は、許可病床数から、過去１年間に最も多く患者を収容した時点で使用した病床数を
差し引いて算出してください。

上記において「稼働病床数」の合計が0床である場合には、その理由をご記入ください。【自由記入欄】（条件付必須）

１病棟当たりの病床数が標準の60床以下を上回っていることについて、やむを得ない理由があり、
認められている場合には、右の項目にチェックを入れてください。

(10)

(7)

(8)

上記①のうち、医療法上の経過措置に該当する病床（平成13年3月1
日時点で既に開設許可を受けている一般病床であって、6.3㎡/床（1

人部屋）・4.3㎡/床（その他）となっている病床数）
(6)

(9)

２．許可病床数【令和2年７月１日時点】・稼働病床数【令和元年７月１日～令和2年６月30日】

※一般病床、療養病床についてのみ数えて、精神病床、結核病床、感染症病床は除いてご記入ください。
※１病棟当たりの病床数については、原則として60床以下が標準とされています。病床数の標準を上回っている場合については、①２以
上の病棟に分割した場合には、片方について１病棟として成り立たない、②建物構造上の事情で標準を満たすことが困難である、③近く建

物の改築がなされることが確実である等、やむを得ない理由がある場合に限り、認められます。

許可病床数
2025年7月1日

時点の予定病床
数

稼働病床数
《自動計算によ

り算出》

過去１年間に一
度も入院患者を

収容しなかった

病床数※

(5)

上記項目１において「2025年７月１日時点の機能の実現」に向けて、それ以前に変更予定がある場合は、下のチェック
ボックスにチェックを入れて、変更後の機能、その変更予定年月を入力してください。

変更予定
年月

　2025年7月1日迄
　に変更予定あり ⇒ 変更後の機能 ⇒ (4) 西暦

　１．高度急性期機能　　２．急性期機能　　３．回復期機能　　　　４．慢性期機能

　５．休棟予定　　         ６．廃止予定     　 ７．介護保険施設等へ移行予定

(2)

③上記②で「７．介護保険施設等へ移行予定」を選択した場合、2025年７月１日時点の移行予定先について選択してください。

　１．介護医療院　   ２．介護老人保健施設　   ３．介護老人福祉施設　   ４．１～３以外の介護サービス (3)

１．医療機能【医療機能の選択にあたっての考え方については、報告マニュアルを参照してください。】

　１．高度急性期機能　　２．急性期機能　　３．回復期機能　　　　４．慢性期機能

　５．休棟中(今後再開する予定）　　　　  　６．休棟中（今後廃止する予定）

(1)

１．木造　　２．鉄骨鉄筋コンクリート造

３．鉄筋コンクリート造　　　　４．鉄骨造
５．コンクリートブロック造　　６．その他

建物の構造
（任意）

※建物の構造について、当てはまる番号を一つ記入してください。複数の構造が

混在している場合は、面積の最も大きい構造を記入してください。

令和2年度病床機能報告　報告様式１【病院】
③ 病棟票

ＩＤ（報告マニュアル送付状
に記載の８桁コード）

貴院名

建物の建築時期

（任意）

※建物が完成した年について記入してください。建物が増改築されている場合は、

増改築した部分としていない部分のどちらか面積の大きい方について、回答してく

ださい。

病 棟 情 報

※病棟コードは、電子レセプトにより診療報酬請求を行っている病院であって、６月診療分であって７月審査分の電子の
　入院レセプトに一般病床または療養病床の入院に係る「病棟コード」を記録頂いた場合、電子レセプトに記録頂いた

　病棟コード（「1906*****」の９桁コード）をご記入ください。

　上記以外の医療機関・病棟は、以下の病床機能報告制度ホームページに掲載されている「病床機能報告に関する電子

　レセプト作成の手引き」をはじめとする通知及びマスターファイル等ご参照のうえ、病棟コード（「1906*****」の

　９桁コード）を選定しご記入ください（ただし、電子　レセプトに記録していない場合であって、休棟中等の場合、

　病棟コードの５桁目を「５」とすることは可とします）。

　　www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html

　　（厚生労働省ホームページ＞政策について＞分野別の政策一覧＞健康・医療＞医療＞病床機能報告）

レセプトに印字又は
表示した名称

病棟コード※ 病棟名

1 9 0 6

抜粋

※医療機能や病床数に係る報告項目は有床診療所も同様


